
JP 4232134 B2 2009.3.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生体との間で超音波を送受信する超音波探触子と、該超音波探触子に超音波信号を送信す
る送信部と、前記超音波探触子により受信された超音波の応答信号を処理する受信部と、
該受信部で処理された前記応答信号に基づいて前記生体の断層像を作成する描画部とを備
えてなり、
前記送信部は、超音波ビームを同一方向に時間間隔をおいて複数（Ｍ、但しＭ≧２の自然
数）回送信する機能を有し、各回の超音波信号はそれぞれ周波数の異なる波形の継続より
なり、少なくともその先頭波形の振幅は継続する波形群の振幅より大きく、かつそれら各
回の信号は極性反転・時間軸反転に関して互いに非対称に設定され、
前記受信部は、前記複数（Ｍ）回の超音波信号の応答信号を整相処理する機能と、該整相
処理された応答信号を加算又は減算処理して前記生体組織の応答信号を減弱する機能とを
有してなる超音波造影描画装置。
【請求項２】
前記周波数の異なる波形は、交互に極性が反転するとともに、それぞれの周波数の等しい
サイクル波形であることを特徴とする請求項1に記載の超音波造影描画装置。
【請求項３】
生体との間で超音波を送受信する超音波探触子と、該超音波探触子に超音波信号を送信す
る送信部と、前記超音波探触子により受信された超音波の応答信号を処理する受信部と、
該受信部で処理された前記応答信号に基づいて前記生体の断層像を作成する描画部とを備
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えてなり、
前記送信部は、超音波ビームを同一方向に時間間隔をおいて複数（Ｍ、但しＭ≧２の自然
数）回送信する機能を有し、各回の超音波信号は周波数がｆ１、ｆ２、…、ｆｎ、…、ｆ
Ｎ（但し、Ｎ≧２の自然数）のＮ個の波形を連続させてなる平均周波数ｆ０の信号であり
、前記ｆ１乃至ｆＮの周波数分布幅Δｆは0.0ｆ０乃至0.4ｆ０の範囲内に設定され、かつ
少なくともその先頭波形の振幅は継続する波形群の振幅より大きく、かつその各回の信号
は極性反転・時間軸反転に関して互いに非対称に設定されてなり、
前記受信部は、前記複数（Ｍ）回の超音波信号の応答信号を整相処理する機能と、該整相
処理された応答信号を加算又は減算処理して前記生体組織の応答信号を減弱する機能とを
有してなる超音波造影描画装置。
【請求項４】
前記各回の波形は、周波数ｆと振幅Ａと開始位相θとを規定するコードｆ（Ａ、θ）によ
って設定され、
ｆ１（Ａ１、θ１）＜ｆ２（Ａ２、θ２）＜…＜ｆｎ（Ａｎ、θｎ）＜…＜ｆＮ（ＡＮ、
θＮ）のＮ個の波形を連続させてなり、振幅がＡ１＞Ａ２＞…＞Ａｎ＞…＞ＡＮに、位相
がθ１＝θ２＝…＝θｎ＝…＝θＮ＝１８０°に第1波形を設定され、
ｆ１’（Ａ１’、θ１’）＞ｆ２’（Ａ２’、θ２’）＞…＞ｆｎ’（Ａｎ’、θｎ’）
＞…＞ｆＮ’（ＡＮ’、θＮ’）のＮ個の波形を連続させてなり、振幅がＡ１’＞Ａ２’
＞…＞Ａｎ’＞…＞ＡＮ’に、位相がθ１’＝θ２’＝…＝θｎ’＝…＝θＮ’＝０°に
第2波形を設定されてなることを特徴とする請求項２に記載の超音波造影描画装置。
【請求項５】
前記受信部は、前記生体組織の応答信号が減弱された応答信号の中から特定の周波数成分
を抽出するフィルタを有し、該フィルタの通過帯域幅は、前記平均周波数ｆ０を基準とし
て0.8ｆ０乃至1.8ｆ０に設定されてなることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記
載の超音波造影描画装置。
【請求項６】
前記受信部は、前記生体組織の応答信号が減弱された応答信号の中から特定の周波数成分
を抽出するフィルタを有し、該フィルタの通過帯域幅は、前記平均周波数ｆ０を基準とし
て1.2ｆ０乃至1.8ｆ０に設定されてなることを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記
載の超音波造影描画装置。
【請求項７】
前記受信部は、前記生体組織の応答信号が減弱された応答信号の中から特定の周波数成分
を抽出するフィルタを有し、該フィルタの通過帯域幅は、前記平均周波数ｆ０を基準とし
て0.8ｆ０乃至1.8ｆ０の範囲内で、前記応答信号の深度に応じて可変設定されることを特
徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の超音波造影描画装置。
【請求項８】
生体との間で超音波を送受信する超音波探触子と、該超音波探触子に超音波信号を送信す
る送信部と、前記超音波探触子により受信された超音波の応答信号を処理する受信部と、
該受信部で処理された前記応答信号に基づいて前記生体の断層像を作成する描画部とを備
えてなり、
前記送信部は、超音波ビームを同一方向に時間間隔をおいて複数（Ｍ、但しＭ≧２の自然
数）回送信する機能を有し、各回の超音波信号は異なる周波数成分を有する半波群からな
り、かつ少なくとも第1半波の振幅はそれに継続する半波群の振幅より大きく、かつそれ
らの半波群は位相軸又は極性に関し非対称に設定され、
前記受信部は、前記複数（Ｍ）回の超音波信号の応答信号を整相処理する機能と、該整相
処理された応答信号を加算又は減算処理して前記生体組織の応答信号を減弱する機能とを
有してなる超音波造影描画装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、超音波造影剤を用いて血流分布情報等の診断に必要な情報を描画する超音波造
影描画装置に係り、特に造影剤の分布を鮮明な画像として描画可能にする技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
生体組織中の血流分布情報を計測する方法として、超音波造影剤を用いた超音波造影描画
方法および装置が検討されている。例えば、文献「ウルトラサウンドイン　メディシン　
アンド　バイオロジー（Ultrasound in Medicine & Biology）、Vol. 26, No. 6, p.965,
 2000年、"Ultrasound Contrast Imaging: Current and New Potential Methods: Peter 
J. A. Frinking et al．"」に記載されている。
【０００３】
超音波用の造影剤は、一般に、生理食塩水等の媒液に多数の気泡を混入して形成される。
気泡は、例えば、不活性ガス（Ｃ３Ｆ８，Ｃ４Ｆ１０など）を蛋白質膜あるいは脂質膜で
覆って形成される。気泡の粒径分布は、例えば、ガウス正規分布になっており、平均粒径
は数μｍである。しかし、０.５μｍ以下は互いに集合して実質的に大きな粒径になるこ
とが知られており、歪んだ正規分布となる。
【０００４】
このような造影剤は、一般に、静脈から生体内に注入される。生体内に注入された造影剤
に超音波ビームを照射すると、その音圧が低い場合は気泡が変形し、その変形に伴う音響
情報が反射信号に混ざって、超音波の応答信号として放射される。また、音圧が高い場合
は気泡が破壊され、強い音響情報が放射される。すなわち、超音波造影剤は超音波の照射
に対して非線形応答を示し、基本周波数ｆ０の超音波を照射した場合、応答信号には基本
周波数成分ｆ０に対応する信号の他に、2倍周波数の高調波成分２ｆ０の信号が含まれる
と言われている。
【０００５】
そこで、従来、中心周波数が２ｆ０の比較的狭い帯域通過フィルタを用いて、２ｆ０を抽
出することにより、造影剤の存在を検出することが行なわれている。つまり、２ｆ０の有
無が造影剤の有無に対応し、２ｆ０の大小が造影剤の空間的密度分布に対応するので、組
織のどの部位に造影剤が流入するかを描画することができる。
【０００６】
ところで、造影剤を用いた描画法においては、造影剤が静脈に注入されてからの時相によ
って初期と後期に大別される。初期は、静脈から注入された超音波造影剤が血液循環によ
って診断対象たる肝臓などの組織に流入する時相とされている。また、後期は、造影剤を
静脈から注入後３～８分後で、組織内に流入ないし分布した超音波造影剤が血流循環によ
って組織外に十分に流出すると想定される時相である。初期時相では、一般に、造影剤を
破壊しないが十分な高調波を生むような超音波音圧（例えば、ＭＩ：メカニカルインデッ
クス＝０.２）、が用いられる。後期時相では、殆どの造影剤は組織から流出しているが
、一部は組織内にトラップされる。このトラップの有無は、組織の疾患部と健常部で異な
るとされる。この後期時相で、造影剤を破壊するような高い音圧（例えば、ＭＩ=約０.８
以上と言われている。）の超音波を照射すると、造影剤が破壊される際に強い反射信号を
生ずる。そこで、これを検出することによって、造影剤がトラップされている領域、つま
り疾患部と、トラップされていない領域、つまり健常部とを弁別でき、診断に資すること
ができる。
【０００７】
一方、帯域通過フィルタを用いずに、造影剤応答信号の周波数の非線形性を利用して高調
波を抽出する方法として、従来、米国特許第５６３２２７７号や米国特許第５７０６８１
９号に提案されている。これらによれば、生体内に第１の超音波信号に基づく超音波パル
スを照射してその応答信号を受信した後、短い時間間隔をおいて第１の超音波信号の極性
を反転した第２の超音波信号に基づく超音波パルスを照射してその応答信号を受信する。
そして、それらの受信信号を加算等することにより、応答信号中の基本周波数成分に対応
する成分を除去して、高調波成分を抽出又は強調することにより、高い精度で造影剤を検
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出するものである。
【０００８】
また、特開２０００－３００５５４号公報には、第１の超音波信号を信号レベルが正の一
定値となる期間ｔ１と、信号レベルが負の一定値となる期間ｔ２とが、この順で続く波形
を有するものとし、この第１の超音波信号を時間軸について反転した波形を有する第２の
超音波信号とすることが提案されている。これによれば、第1と第2の超音波信号に基づく
超音波パルスの対称性を高めて、基本波成分（線形性成分）の信号を減殺することができ
るとしている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上述した従来の技術は、いずれも造影剤に起因する高調波成分を抽出又は強調することに
ついては有効である。しかし、組織の応答信号に含まれる高調波成分が造影剤の応答信号
に含まれる高調波成分に比べて無視できない程大きい場合については配慮されていない。
そのため、造影剤の応答信号に含まれる高調波成分を高い割合で抽出することができない
場合がある。
【００１０】
すなわち、従来の造影剤検出の鍵である非線形現象は、造影剤以外に、超音波が組織内を
伝播するのに伴っても生じる。この場合、照射した超音波の基本周波数周波数ｆ０の２倍
の高調波成分２ｆ０が発生することが判明した。特に、組織の応答信号に含まれる高調波
成分２ｆ０の信号は、深度が深くなるにつれて強度が増す。そのため、造影剤の応答信号
に含まれる高調波成分２ｆ０の信号に比較して、同等レベルあるいは大きなレベルになる
と、造影剤検出の精度が低減する。例えば、肝臓内の血流のように組織内に埋没した血管
内の造影剤を検出する際に、造影剤と組織との両方から２ｆ０の高調波成分が放射される
から、造影剤の存在を誤って検出するおそれがある。
【００１１】
そこで、本発明は、生体組織の応答信号に含まれる高調波成分と造影剤の応答信号に含ま
れる高調波成分とを弁別して抽出することを課題とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
まず、本発明の解決原理について、図２を参照して説明する。図２は、超音波照射に対す
る造影剤と組織の非線形応答を詳しく調べた結果であり、組織中に分布した造影剤に超音
波を照射した場合の応答信号のスペクトラムを模式的に示している。同図の横軸は周波数
を、縦軸は各成分の信号強度を示している。また、同図（Ａ）は探触子に近い比較的浅い
部位からの応答信号、同図（Ｂ）は探触子から遠い比較的深い部位からの応答信号を示し
ている。それらの図から判るように、浅い部位と深い部位のいずれの場合においても、造
影剤の応答信号１は、基本周波数ｆ０に対応する基本波成分に加えて、広い周波数帯域に
わたる高調波成分が含まれている。一方、組織の応答信号２は、基本周波数ｆ０の基本波
成分２ａと２倍高調波２ｆ０の高調波成分２ｂとに分かれて現れている。そして、浅い部
位の場合は、高調波成分２ｂはそれ程強くないが、深い部位になると極めて強くなり、造
影剤の応答信号１の信号強度よりも強くなる。これは、前述したように、組織の応答信号
に含まれる高調波成分２ｂは、超音波が組織内を伝播する際の非線形効果によって生ずる
ことから、探触子から離れた深い部位になるにつれて伝播長さが増大するからである。し
たがって、従来技術のように、一律に高調波２ｆ０の成分を抽出して、造影剤の応答信号
を強調しようとしても、浅い領域を除いては、組織の高調波成分２ｆ０が強調されてしま
うので、造影画像の鮮明度を向上させることができない。
【００１３】
ここで、図２の考察から導き出される事項を整理する。
（１）造影剤の応答信号の周波数成分（非線形応答）は、２ｆ０に局在せず、広帯域に分
布する。この傾向は、送信する超音波信号の周波数スペクトラムが広い程顕著である。
（２）造影剤の応答信号は、造影剤の径に強く依存しており、造影剤の自由共振周波数ｆ
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Ｒで著しく強調される。なお、前述したように、造影剤は粒径分布を有するから、広い範
囲の周波数帯域で高調波が現れる。
（３）造影剤の応答信号の基本波成分は、組織の応答信号の基本波成分に劣らず強い。
（４）組織の応答信号の高調波は、超音波音圧の強さによらず比較的２ｆ０付近に局在し
ている。
（５）組織の応答信号の高調波は、比較的低い超音波音圧の場合、及び浅い部位の場合は
、造影剤の高調波成分に比べ大幅に弱い。
【００１４】
上記（１）～（５）の考察に鑑み、本発明は次の特徴を有する解決手段によって、上記の
課題を解決するものである。
（第１の特徴）
受信部に、応答信号の中から特定の周波数成分を抽出するフィルタを設け、このフィルタ
の通過帯域幅を超音波探触子に送信された超音波信号の平均周波数をｆ０としたとき、0.
8ｆ０乃至2.5ｆ０の範囲内に設定することを特徴とする。すなわち、造影剤の応答信号は
広い周波数帯域に分布しており、かつ信号強度も広い周波数帯域にわたって高いことに鑑
み、従来のように、２ｆ０に限ることなく広い周波数帯域0.8～2.5ｆ０にわたる応答信号
を帯域通過フィルタで抽出する。これにより、造影剤の応答信号を組織の応答信号に比べ
て相対的に強調することができる。特に、比較的弱い音圧の場合（初期時相）は、組織の
高調波成分２ｆ０は無視し得るので有効である。
【００１５】
ところで、高い音圧の場合（後期時相）は、組織の高調波成分２ｆ０を無視できなくなる
ことがある。この場合は、帯域通過フィルタの帯域幅を0.8～1.8ｆ０にして、組織の高調
波成分２ｆ０を除去するのが好ましい。つまり、従来技術の専ら強調対象であった高調波
成分２ｆ０を除去又は減弱することに、本発明の他の特徴がある。なお、この場合、２ｆ

０付近に分布する造影剤に係る高調波成分の減弱を伴うが、0.8～1.8ｆ０付近の幅広い周
波数帯域に分布している造影剤の応答信号を抽出しているので、前記の減弱を補って余り
ある。
【００１６】
また、浅い深度部位と深い深度部位で組織の高調波成分２ｆ０の強さが変わる。そこで、
超音波ビームの深度部位に対応する応答信号の時間位置を割り出し、設定された深度より
深い深度の応答信号については、高調波成分２ｆ０を減弱するようにフィルタの通過帯域
幅をリアルタイムで切り替えることが望ましい。なお、高調波成分２ｆ０を減弱するフィ
ルタとしては、帯域通過フィルタによる他、中心周波数が２ｆ０の帯域除去フィルタを用
いることができる。さらに、ｆ０付近に存在する組織応答信号の基本波成分は、人体の呼
吸や拍動に伴う成分も含んでいて造影剤画像においてアーチファクトとなる場合がある。
この場合は、フィルタの通過帯域幅をやや狭めて1.2～1.8ｆ０設定することが好ましい。
【００１７】
このようにして組織の高調波２ｆ０と造影剤の応答信号に含まれる高調波とを弁別するこ
とができる。そして、弁別して抽出された造影剤の応答信号の高調波により造影剤を検出
して描画することにより、従来に比べて、造影画像のＳＮ比の改善を図ることができる。
（第2の特徴）
前述したように、本発明の第1の特徴は、造影剤の応答信号成分を強調して抽出するため
に、受信部のフィルタの通過帯域幅を広げたことにある。第１の特徴の効果をさらに助長
するためには、造影剤に照射する超音波の周波数を広帯域にすることが好ましい。つまり
、送信部は、複数の周波数成分を有する超音波信号を超音波探触子に送信するように構成
することが望ましい。すなわち、造影剤はその粒径分布に対応して、分布した自由共振周
波数を有するから、照射超音波の周波数スペクトラムを広い帯域に分布させることによっ
て、より多くの造影剤が応答し、造影剤の応答信号そのものが増強される。その結果、組
織の応答信号はｆ０及び２ｆ０を中心とするのに対し、造影剤の応答信号は一層広い周波
数帯域にわたって強いレベルで現れるので、組織の高調波と造影剤の高調波とを一層弁別
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し易くなる。
（第３の特徴）
上記の第１、２の特徴は、超音波ビームの１回の照射により受信される応答信号に基づい
て造影描画を行なう場合を対象とする。しかし、本発明の第１、２の特徴は、超音波ビー
ムの１回照射方式の造影描画に限られるものではなく、次に述べるいわゆる２回照射方式
（又は複数回照射方式）の造影描画法にも適用できる。特に、複数回照射方式は、造影剤
の移動や破壊による消滅をリアルタイムに検出して描画する場合に有効である。つまり、
造影剤の移動や消滅を検出する場合、移動前と移動後又は消滅前と消滅後の２つの画像が
必要になる。しかし、１回照射方式により造影剤を描画する場合、２つの画像の時間間隔
が１フレーム時間間隔（１０～２０ミリ秒）で制限される。したがって、血流速度が速い
部位や、造影剤の破裂を検出する場合は、複数回照射方式が好適である。複数回照射方式
は、極めて短い時間間隔で超音波ビームを同一方向に２回以上照射し、各照射に対応する
応答信号を比較して、所定の時間間隔内に造影剤がその超音波ビーム上から移動したか、
あるいは造影剤が破壊して消滅したかを、それらの応答信号を比較することのより検出す
ることができる。
【００１８】
具体的には、超音波の送信部は、超音波ビームを同一方向に時間間隔をおいて複数（Ｍ、
但しＭ≧２の自然数）回送信する機能を有し、前記超音波信号はそれぞれ周波数の異なる
波形の継続よりなり、少なくともその先頭波形の振幅は継続する波形群の振幅より大きく
、かつそれら各回の信号は極性反転・時間軸反転に関して互いに非対称に設定され波形を
送信されるものとする。これに合わせて、受信部は、複数（Ｍ）回の超音波信号の応答信
号を整相処理する機能と、整相処理された応答信号を加算又は減算処理して生体組織の応
答信号を減弱する機能を有して構成することを特徴とする。この場合において、前記第１
波形と前記第２波形のそれぞれの平均周波数ｆ０を等しくすることが最も好ましい。
【００１９】
これによれば、従来の２回照射方式に比べて、生体内に照射する超音波の周波数帯域が広
がるので、造影剤の応答信号に含まれる高調波成分を、広い周波数帯域にわたって強める
ことができる。これと同時に、造影剤の応答信号の周波数スペクトラムも周波数偏移し、
加算又は減算処理することによって、1.2ｆ０乃至1.8ｆ０付近の帯域に広く分布すること
になる。その結果、生体組織の応答信号に含まれる高調波成分と、造影剤の応答信号に含
まれる高調波成分とを弁別できる。そして、弁別された造影剤の応答信号の高調波により
造影剤を検出して描画することにより、従来に比べて、造影画像のＳＮ比の改善を図るこ
とができる。
【００２０】
例えば、加算又は減算処理して得られる造影剤の応答信号の周波数スペクトラムは、1.2
ｆ０乃至1.８ｆ０付近の帯域で強調され、2ｆ０付近ではむしろ減弱される。したがって
、応答信号を広い周波数帯域にわたって受信処理することにより、造影剤の応答信号ＳＮ
比を高めることができ、造影剤の応答信号を選択的に描画することができる。
【００２１】
特に、上記各回の波形は、それぞれ周波数がｆ１、ｆ２、…、ｆｎ、…、ｆＮ（但し、Ｎ
≧２の自然数）のＮ個の波形を連続させてなり、ｆ１乃至ｆＮの平均周波数をｆ０とした
とき、ｆ１乃至ｆＮの周波数分布幅Δｆは0.0ｆ０乃至0.4ｆ０の範囲内に設定することが
好ましい。これによれば、一層、造影剤の応答信号成分を強調することができる。また、
周波数分布幅Δｆの制限は特にないが、好ましくは0.1ｆ０乃至0.4ｆ０の範囲とし、さら
に0.2ｆ０乃至0.3ｆ０の範囲にすると、回路構成上から実用的である。また、ｆ１乃至ｆ
Ｎの周波数分布幅Δｆを、造影剤の注入後所定時間、例えば２分間は0.0ｆ０に、２分間
経過後は0.0ｆ０乃至0.4ｆ０の範囲内で可変設定してもよい。
【００２２】
なお、第1波形又は第2波形を形成する単位波形は、正弦波の半サイクル、１サイクル以上
を用いることができる。また、逆に１／４サイクル、１／８サイクルのように細かくして
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いき、ついには周波数が連続的に増減するチャ－プ波形を用いてもよい。チャープ波形の
場合は、事実上１回目の照射波形の開始位相が異なるが、その振幅が開始波形から後続の
波形に向かって漸減するチャープ波形、つまり振幅強勢型のチャープ波形が本発明には好
適である。これによれば、２回の照射間の造影剤の周波数スペクトラムの差を、１回目の
振幅を大きくして、さらに強調することができる。
【００２３】
また、第１波形と第２波形を、周波数ｆと振幅Ａと開始位相θとを規定するコードｆ（Ａ
、θ）によって設定し、第１波形はｆ１（Ａ１、θ１）＜ｆ２（Ａ２、θ２）＜…＜ｆｎ
（Ａｎ、θｎ）＜…＜ｆＮ（ＡＮ、θＮ）のＮ個の波形を連続させてなり、振幅をＡ１＝
Ａ２＝…＝Ａｎ＝…＝ＡＮ、位相をθ１＝θ２＝…＝θｎ＝…＝θＮ＝０°（又は180°
）に設定する。一方、第２波形はｆ１’（Ａ１’、θ１’）＞ｆ２’（Ａ２’、θ２’）
＞…＞ｆｎ’（Ａｎ’、θｎ’）＞…＞ｆＮ’（ＡＮ’、θＮ’）のＮ個の波形を連続さ
せてなり、振幅をＡ１’＝Ａ２’＝…＝Ａｎ’＝…＝ＡＮ’に、位相をθ１’＝θ２’＝
…＝θｎ’＝…＝θＮ’＝０°（又は180°）に設定することが好ましい。つまり、第1波
形と第２波形は、周波数列の増減関係を互いに逆にし、開始位相は同一にし、振幅は同一
でも異ならせてもよい。この場合は、整相処理された応答信号を減算処理して生体組織の
応答信号を減弱する。位相を異ならせた場合は、整相処理された応答信号を加算処理して
生体組織の応答信号を減弱する。
【００２４】
また、第１波形の開始位相を180°にした場合は、立下り（負極性側）から開始るので、
低い周波数ｆ１＜ｆＮから連続する波形とし、逆に、第2波形の開始位相を0°とした場合
は、立上り（正極性側）から開始するので、高い周波数ｆＮ’＞ｆ１’から連続する波形
とすることを特徴とする。すなわち、立下り波形で超音波を照射すると造影剤の気泡が膨
張から変形開始するので、応答信号の周波数分布は平均周波数ｆ０よりも低めの周波数側
に偏移する。一方、立上り波形で超音波を照射すると造影剤が収縮から変形開始するので
、応答信号の周波数分布は平均周波数ｆ０よりも高めの周波数側に偏移する。したがって
、このように設定することにより、造影剤の応答信号の周波数分布を一層広げて、一層、
造影剤の応答信号成分を強調することができるという格別の効果がある。
【００２５】
この第３の特徴においても、フィルタの通過帯域幅を第１の特徴に合わせ可変設定するこ
とが望ましい。また、応答信号の深度あるいは照射する超音波音圧に応じて可変設定する
こと好ましい。例えば、深度が浅い部位あるいは初期時相のときは、フィルタの帯域通過
幅を広くし、深度が深い部位あるいは後期時相のときは、フィルタの帯域通過幅を狭くす
ることができる。
（第４の特徴）
第３の特徴においては、第１波形と第２波形のそれぞれを形成する複数の周波数ｆ１、ｆ
２、…、ｆＮを漸次増大又は減少させて、造影剤の応答信号を強調することを特徴として
いる。これに対し、第４の特徴は、さらに第１波形と第２波形の少なくとも最初の半波の
振幅Ａを、それに続く波形の振幅よりも大きくすることにより、造影剤の応答信号を一層
強調することにある。
【００２６】
本発明者らは、この特徴をシミュレーション及び実験的に見出したのであり、その物理的
背景は必ずしも判然としているわけではないが、仮に造影剤をある種の共鳴体と考えると
説明しやすい。すなわち、造影剤に照射された音圧波形のうち、開始波形の周波数・位相
・振幅が造影剤の開始応答を定めると考えられるが、ひとたび開始波形によりその応答の
形を定められた造影剤の振る舞いは、後続の波形の周波数・位相・振幅が変化しても、初
期応答で定められた応答に従う傾向を有するのである。丁度、ひとたびある周波数で共鳴
し始めた系はその共鳴周波数から外れた入力には応答しにくいのが通例であるが、造影剤
の場合にはその非線形性からこの傾向が著しいためと考えることができる。本発明の第４
の特徴は、造影剤応答のこの初期波形依存性、換言すれば、初期過渡応答依存性を用いて
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、開始波形の最初の半波の振幅Aをそれに続く波形の振幅より大きくすることにより、開
始波形の周波数成分の寄与をより強調するのである。
【００２７】
これにより、生体組織の応答信号に含まれる高調波成分よりも、造影剤の応答信号に含ま
れる高調波成分を強調させて、かつ広い周波数帯域にわたって発生させることができる。
つまり、照射開始波形の振幅を大きくしたことから、造影剤の膨張及び収縮に伴う変形に
よって発生する造影剤起因の応答信号を一層増大させすことができる。
【００２８】
その結果、高い割合で造影剤の信号成分が強調されるから、組織の高調波と弁別して抽出
でき、これに基づいて描画することにより、従来に比べて、造影画像のＳＮ比の改善を図
ることができる。
【００２９】
具体的には、第１波形と第２波形を、周波数ｆと振幅Ａと開始位相θとを規定するコード
ｆ（Ａ、θ）によって設定し、第１波形は、ｆ１（Ａ１、θ１）＜ｆ２（Ａ２、θ２）＜
…＜ｆｎ（Ａｎ、θｎ）＜…＜ｆＮ（ＡＮ、θＮ）のＮ個の波形を連続させ、振幅をＡ１
＞Ａ２＞…＞Ａｎ＞…＞ＡＮに、位相をθ１＝θ２＝…＝θｎ＝…＝θＮ＝１８０°に設
定し、第２波形を、ｆ１’（Ａ１’、θ１’）＞ｆ２’（Ａ２’、θ２’）＞…＞ｆｎ’
（Ａｎ’、θｎ’）＞…＞ｆＮ’（ＡＮ’、θＮ’）のＮ個の波形を連続させ、振幅をＡ
１’＞Ａ２’＞…＞Ａｎ’＞…＞ＡＮ’に、位相をθ１’＝θ２’＝…＝θｎ’＝…＝θ
Ｎ’＝０°に設定することができる。
【００３０】
以上の説明においては、超音波探触子に供給する超音波信号の波形について述べたが、本
発明は造影剤そのものに照射される超音波音圧の波形についても成立する。つまり、最近
の超音波探触子の周波数応答特性は、中心周波数に対して比帯域６０％以上であれば、超
音波信号の波形の理論がそのまま音響的波形の理論に当てはまることを確認している。
【００３１】
【実施の形態】
以下、本発明を図に示す実施形態に基づいて説明する。なお、以下に示す実施形態によっ
て本発明が限定されるものではない。
（第１実施形態）
図１に、本発明が適用される一実施形態の超音波造影描画装置の全体構成図を示す。本実
施形態は、本発明の第３と第４の特徴を実施するのに好適なものである。つまり、超音波
信号を超音波ビームの同一方向に時間間隔をおいて２回送信し、第１回目と第２回目の超
音波信号の応答信号に基づいて、造影剤の応答信号を強調した画像を得ようとするもので
ある。
【００３２】
図１に示すように、超音波造影描画装置１００は、探触子１０、送波部２０、受波部３０
、画像作成表示部４０、およびシステム制御部５０から構成される。また、送波部２０は
、任意波形発生器２１、送波器２３から構成される。受波部３０は、受波器３１、整相加
算器３２、ライン加算器３３、帯域選択フィルタ３４から構成される。
【００３３】
送波部２０の任意波形発生器２１は、図３（Ａ）、図４（Ａ）、図５（Ａ）に示す第１波
形６１、７１、８１及び第２波形６２、７２、８２の超音波信号を発生するように形成さ
れている。任意波形発生器２１の出力は送信器２３を介して広帯域型の超音波探触子１０
に供給される。送信器２３の出力部には、配列型の超音波探触子１０に対応する必要なチ
ャンネル数のパワーアンプが並列に設けられている。このようにして超音波探触子１０か
ら平均周波数ｆ０の超音波パルスが生体組織に照射される。生体組織に分布している造影
剤からの応答信号と、生体組織からの応答信号は混合された信号として超音波探触子１０
で受信される。
【００３４】
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超音波探触子１０で受信された応答信号は、受信器３１に入力される。受信器３１は、必
要なチャンネル数の前置増幅器、ＴＧＣ増幅器、Ａ／Ｄ変換器等を備え、入力される応答
信号を増幅処理した後、ディジタル信号に変換して整相加算器３２に出力する。整相加算
器３２は、１本の超音波ビームに係る複数の振動子からの応答信号の位相を整相して加算
する。整相加算器３２の具体例としては、加算処理中の歪の発生を最小にするため、いわ
ゆるデジタルビームフォーマであることが望ましい。その理由は、整相加算処理によって
不要な高調波２ｆ０成分を発生させないためである。
【００３５】
整相加算器３２によって整相加算された応答信号は、ライン加算器３３においてシステム
制御部５０の指令に基づいて、２回照射に対応する２つの応答信号を加算又は減算して帯
域通過フィルタ３４に出力する。帯域通過フィルタ３４の帯域幅は、後述するように、可
変調整できるようになっている。帯域通過幅の調整は、帯域通過フィルタ３４をデジタル
ＦＩＲフィルタとして知られるデジタルフィルタにより形成し、そのデジタルＦＩＲフィ
ルタの各係数列をシステム制御部５０によって、深度に応じて又は超音波音圧に応じて、
可変することによって実現できる。デジタルフィルタとしては、３次のチェビショフ型フ
ィルタがとくに好適である。帯域通過フィルタ３４で選択抽出された周波数成分を有する
応答信号は、造影剤の起因の信号として、造影剤モード以外の処理と共通にあるいは並列
して画像作成表示部４０に送られる。画像作成表示部４０は、通常の検波及び圧縮などの
画像処理やカラーフローなどのドップラ処理あるいは走査変換処理を含む処理を行なう。
【００３６】
上述の処理操作は、生体組織の所望の断面あるいは領域を覆うのに必要な回数だけ、超音
波ビームの方向を走査しながら実施される。そして、画像作成表示部４０の処理により、
造影剤の分布、大きさとしての輝度などの画像情報として表示部に表示される。システム
制御部５０は上記の一連の操作をコントロールする。
【００３７】
このように構成される図１の実施形態の特徴動作について、次に説明する。造影剤を注入
して行なう造影剤モードの撮像は、例えばBモード断層像を撮像して表示モニタに表示し
ておき、造影剤モードに撮像によって得られた造影モード像を通常のBモード像に重ねて
表示することが通常である。
【００３８】
通常のBモード像の撮像は、システム制御部５０からの制御指令に基づいて、任意波形発
生器２１から基本周波数ｆ０の単一周波数を有する超音波信号を発生し、送信器２３にお
いて送波フォーカス処理した後、増幅して超音波探触子１０に供給して超音波ビームを生
体に照射することにより行なう。生体からの応答信号は受信器３１によって増幅されてデ
ィジタル信号に変換された後、整相加算器３２において複数の振動子により受信された同
一部位からの応答信号の位相が合わせられる。整相加算された超音波ビームごとの応答信
号は帯域通過フィルタ３４により特定の周波数成分の応答信号が選択して抽出される。通
常のBモード像撮像の場合は、帯域通過フィルタ３４の帯域幅は基本周波数ｆ０を中心周
波数とする帯域に調整される。画像作成表示部４０は、帯域通過フィルタ３４の出力を検
波処理し、圧縮などの画像処理あるいは走査変換処理等行なって生体組織の二次元画像（
Bモード像）を作成して表示部（ディスプレイ）に描画する。
【００３９】
次に、本発明の特徴に係る造影剤モード像の撮像及び描画について説明する。造影剤モー
ド像の撮像及び描画の基本的な手順及び動作は、通常のBモード像撮像と同様である。
（第３の特徴を実現する場合）
任意波形発生器２１は、図３（Ａ）に示すような、第１波形６１又は第２波形６２を有す
る超音波信号を発生するように構成されている。これらの第１波形６１と第２波形６２は
、後述するように、周波数、開始位相及び振幅によってコード化することができ、コード
化された1サイクル波形を連続して任意の波形を発生することができる。
【００４０】



(10) JP 4232134 B2 2009.3.4

10

20

30

40

50

任意波形発生器２１は、システム制御部５０の制御により同一の超音波ビーム方向に対し
て、図３（Ａ）の第１波形６１の超音波信号を時間間隔をあけて２つ発生する。発生され
た１つ目の超音波信号は送信器２３を介して超音波探触子１０に入力される。一方、発生
された２つ目の超音波信号はシステム制御部５０の制御により図３（Ａ）の第２波形６２
となって送信器２３を介して超音波探触子１０に入力される。また、任意波形発生器２１
が第１波形６１と第２波形６２の両方を発生する機能を有する場合は、データセレクタで
双方の波形を選択する構成とする。
【００４１】
これらの第１波形６１と第２波形６２の超音波信号が生体に照射されると、それらに対す
る２つの応答信号が受信器３１に入力される。それら２つの応答信号は、同一方向の超音
波ビームについての応答信号であり、時間がずれて入力される。受信器３１及び整相加算
器３２では、それら２つの応答信号を別々に増幅、Ａ／Ｄ変換、整相加算処理し、位相情
報を有したままの応答信号（ＲＦライン信号）としてライン加減算器３３に出力する。ラ
イン加減算器３３は、２つの応答信号を位相まで考慮してＲＦ加算し、１本の表示すべき
応答信号（ＲＦライン信号）とする。
【００４２】
このようにして、２回の超音波照射の応答信号を加減算処理して得られる応答信号は、２
つの応答信号に含まれる同一成分（線形成分）が減弱されて、造影剤や組織の高調波成分
等の非線形成分が帯域通過フィルタ３４に入力される。通過帯域フィルタ３４は図１の実
施形態で説明したのと同様の構成を有し、システム制御部５０からの指令に基づいて、応
答信号成分の深度及び造影剤の時相に応じて通過帯域幅を可変して、所望の造影剤に係る
応答信号を強調するようになっている。
【００４３】
なお、システム制御部５０は、任意波形発生器２１、受信器３１、整相加算器３２、ライ
ン加減算器３３、帯域通過フィルタ３４に係る一連の操作をコントロールする。例えば、
任意波形発生器２１に対しては、超音波の第１波形６１と第２波形６２を予め定めたコー
ドに従って発行する。
【００４４】
ここで、図３（Ａ）に示した第１波形６１と第２波形６２を用いて造影モード撮像を行な
えば、造影剤の応答信号を効果的に強調できることについてのシミュレーション結果を説
明する。図３（Ｂ）に、同図（Ａ）の第１波形６１の超音波信号を第１回目、同図の第２
波形６２の超音波信号を２回目に照射した場合に、ライン加減算器３３から出力される信
号をシミュレーションして得られた一例の周波数スペクトラムを示す。同図（Ｂ）の横軸
は、基本周波数ｆ０で正規化した周波数であり、縦軸は規格化された信号強度である。ま
た、同図（Ｂ）中の線６３は送信超音波の周波数スペクトラム、線６４はライン加減算器
３３から出力される応答信号の周波数スペクトラムである。
【００４５】
このシミュレーションにおいて、1回目送信の第１波形６１は、最初の１サイクルは周波
数がf１（＝1.8ＭＨｚ）であり、次の１サイクルは周波数がｆ２（＝2.2ＭＨｚ）であっ
て、その平均周波数ｆ０は２ＭＨｚに設定した。また、２回目送信の第２波形６２は、最
初の１サイクルは周波数がｆ２（＝2.2ＭＨｚ）で、次の１サイクルは周波数がf１（＝1.
8ＭＨｚ）で、その平均周波数ｆ０は２ＭＨｚに設定した。つまり、第１波形６１と第２
波形６２は、1回目送信の第１波形６１のコード「周波数ｆ（振幅Ａ、位相θ）」は、1.8
ＭＨｚ（1.0、180°）、2.2ＭＨｚ（1.0、180°）である。また、２回目送信の第２波形
６２のコードは、2.2ＭＨｚ（1.0、0°）、1.8ＭＨｚ（1.0、0°）である。また、周波数
変化幅は0.4ＭＨｚで、振幅変化幅は０.0である。各波形には、その時間軸方向にハニン
グ重みを掛けて生体中の波形に類似させてある。また、シミュレーションは、周知の造影
剤の径変化を支配する微分方程式にて、直径２ミクロンの造影剤にＭＩ＝０．７の音圧波
形を付加した場合の造影剤の径変化を求め、この径変化を二次音源とみなした時の放射波
動を造影剤から遠方にある観測点で観察する構成としている。
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【００４６】
ここで、図３（Ｂ）に示した本実施形態により得られる応答信号の周波数スペクトルの特
徴を、従来技術による２回照射方式の周波数スペクトルと比較して説明する。図６（Ａ）
に従来方式の超音波送信波形を示し、同図（Ｂ）に送信信号と応答信号の周波数スペクト
ルを示す。それらの縦軸及び横軸は図３の場合と同一である。図６（Ａ）において、第１
波形９１は１回目の送信波形を示し、第２波形９２は２回目の送信波形を示す。それらの
周波数はいずれも基本周波数ｆ０＝２ＭＨｚに設定されている。図６（Ｂ）において、線
９３は送信超音波の周波数スペクトラム、線９４はライン加減算器３３から出力される応
答信号の周波数スペクトラムである。
【００４７】
図３（Ｂ）の線６４と図６（Ｂ）の線９４を対比してみると、従来技術では基本周波数ｆ

０付近の応答信号成分が大幅に減弱され、２ｆ０付近の組織の高調波成分が強調されてい
る。これは、いわゆる組織高調波撮像（Tissue Harmonic Imagingと呼ばれている）に好
適であるが，ｆ０～２ｆ０にかけて広く分布する造影剤の応答信号成分は却って減弱され
ている。とりわけ、造影剤の応答信号の基本波成分ｆ０が著しく減弱されている。したが
って、図６に示した従来の２回照射方式の場合は、造影剤の応答信号を組織の高調波と弁
別して、強調表示するという狙いを満たすことはできない。これは、従来技術による２回
送信の超音波信号波形の極性又は時間軸を互いに単に反転しただけでは、２ｆ０付近に局
在する組織応答信号の高調波成分を一緒に強調するだけでなく、広い範囲にわたって分布
する造影剤応答信号の基本波成分ｆ０を著しく減弱しているからである。
【００４８】
この点、本発明による図３（Ｂ）によれば、造影剤応答信号と組織応答信号の高調波との
弁別比は、スペクトラム上で1.2ｆ０乃至1.8ｆ０付近の帯域の面積比（エネルギ比）とな
るから、概略10ｄＢから20ｄＢにも及ぶことになる。
【００４９】
したがって、ライン加減算３２で得られた信号は、浅い部位の描画に際しては、0.8ｆ０

乃至2.5ｆ０付近の幅広い帯域に広がった造影剤の応答信号を含むので、帯域通過フィル
タ３４の通過帯域幅は0.8ｆ０乃至2.5ｆ０に設定して、そのまま造影剤の効果信号として
描画する。また、超音波の音圧がＭＩ＝0.2から0.7の通常の造影剤描画においても同様で
ある。一方、超音波の音圧が高いＭＩ値（例えば、1.3）の場合は、0.8ｆ０乃至1.8ｆ０

にする。なお、２ｆ０を中心周波数とする帯域除去フィルタをに代えてもよい。深い部位
の描画に際しては、２ｆ０付近の組織の高調波を減弱させるため、また体動による組織基
本波のアーチファクトを低減するため、帯域幅を1.2ｆ０乃至1.8ｆ０に変更する。
【００５０】
なお、図示はしていないが、図３（Ａ）の第１波形６１と第２波形６２の周波数ｆ１、ｆ
２を入れ替えても、つまり第１コードの周波数ｆ１と第２のコードの周波数ｆ２の関係を
ｆ１＞ｆ２にしても、同様な効果が得られる。
【００５１】
以上述べたように、第１実施形態では、超音波の送信波形を構成する１サイクルの各波形
を、周波数ｆと振幅Ａと開始位相θによってコード化し、それらの波形を連続させている
。特に、図３（Ａ）に示した波形のように、第１波形６１と第２波形６２の１サイクル目
の周波数を異ならせることにより、２回照射する超音波送信信号の周波数を強調すること
を特徴とする。そして、このように周波数強調した送信信号を２回の送信し、その応答信
号を加算処理すると、造影剤の応答信号のスペクトラムが２ｆ０を中心とする帯域に強い
信号が現れる分布（図６（Ｂ））から、1.2ｆ０乃至1.8の帯域に強い信号が現れる分布（
図３（Ｂ））に、周波数スペクトラムの低周波偏移が起きることが判明した。
【００５２】
この応答信号のスペクトラムが低周波偏移する理由は、造影剤が非線形応答であるため必
ずしも明快に理解できるわけではない。しかし、次のように考えることができる。まず、
第１波形６１は、開始位相が180°であるから立下り（負極性側）から開始する。逆に、
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第2波形６２は、開始位相が0°であるから立上り（正極性側）から開始する。ここで、超
音波の照射を立下り波形で開始すると造影剤の気泡が膨張から開始するから、応答信号の
周波数分布は平均周波数ｆ０よりも低めの周波数側に偏移することが考えられる。一方、
立上り波形で照射開始すると造影剤の気泡が収縮から開始するから、応答信号の周波数分
布は平均周波数ｆ０よりも高めの周波数側に偏移することが考えられる。したがって、第
１波形６１と第２波形６２の開始位相と周波数の関係によって造影剤の非線形応答の様子
が変わり、その応答信号の周波数スペクトラムが異なってくるものと考えられる。換言す
れば、開始波形の周波数をそれに続く他の波形の周波数と異ならせることにより、２回の
照射により得られる造影剤応答信号の周波数スペクトラムが同一ではなくなり、造影剤の
応答信号の周波数分布を一層広げて、造影剤の応答信号成分を強調することができるので
ある。
【００５３】
上記の実施形態においては、超音波を時間間隔を空けて２回照射する場合について説明し
たが、本発明は３回以上照射する場合についても適用できる。つまり、　任意波形発生器
２１は、正弦波状の少なくとも１サイクルの超音波信号を、超音波ビームの同一方向に時
間間隔をおいて複数（Ｍ、但しＭ≧２の自然数）回発生する機能を有するものとする。発
生する超音波信号は、位相軸又は極性に関して対称な第１波形と第２波形の２種類の超音
波信号とする。そして、第１波形と第２波形はそれぞれ周波数がｆ１、ｆ２、…、ｆｎ、
…、ｆＮ（但し、Ｎ≧２の自然数）のＮ個の波形を連続させてなる複数の周波数成分を有
するものとする。そして、第１波形と第２波形の超音波信号を送信回ごとに交互に切り換
えて送信するようにする。この場合において、第１波形と第２波形のｆ１乃至ｆＮの平均
周波数ｆ０を等しくすることが最も好ましい。そして、ｆ１乃至ｆＮの周波数分布幅Δｆ
は、0.0ｆ０乃至0.4ｆ０の範囲内に設定する。しかし、好ましくは0.1ｆ０乃至0.4ｆ０の
範囲とし、さらに0.2ｆ０乃至0.3ｆ０の範囲にするのが回路構成上から実用的である。
【００５４】
なお、第1波形又は第2波形を形成する単位波形は、正弦波の半サイクル、１サイクル以上
を用いることができる。また、逆に１／４サイクル、１／８サイクルのように細かくして
いき、ついには周波数が連続的に増減するチャ－プ波形を用いてもよい。チャープ波形の
場合は、事実上１回目の照射波形の開始位相が異なるが、その振幅が開始波形から後続の
波形に向かって漸減するチャープ波形、つまり振幅強勢型のチャープ波形が本発明には好
適である。これによれば、２回の照射間の造影剤の周波数スペクトラムの差を、１回目の
振幅を大きくしてさらに強調することができる。
【００５５】
また、第１波形と第２波形を、周波数ｆと振幅Ａと開始位相θとを規定するコードｆ（Ａ
、θ）によって設定し、第１波形はｆ１（Ａ１、θ１）＜ｆ２（Ａ２、θ２）＜…＜ｆｎ
（Ａｎ、θｎ）＜…＜ｆＮ（ＡＮ、θＮ）のＮ個の波形を連続させてなり、振幅をＡ１＝
Ａ２＝…＝Ａｎ＝…＝ＡＮ、位相をθ１＝θ２＝…＝θｎ＝…＝θＮ＝180°に設定する
。一方、第２波形はｆ１’（Ａ１’、θ１’）＞ｆ２’（Ａ２’、θ２’）＞…＞ｆｎ’
（Ａｎ’、θｎ’）＞…＞ｆＮ’（ＡＮ’、θＮ’）のＮ個の波形を連続させてなり、振
幅をＡ１’＝Ａ２’＝…＝Ａｎ’＝…＝ＡＮ’に、位相をθ１’＝θ２’＝…＝θｎ’＝
…＝θＮ’＝０°に設定する。つまり、第1波形と第２波形は、周波数列の増減関係を互
いに逆にし、開始位相は180°差を持たせ、振幅は同一でも異ならせてもよい。この場合
は、整相処理された応答信号を加算処理して生体組織の応答信号を減弱する。なお、開始
位相は同一にしてもよく、この場合は、整相処理された応答信号を減算処理して生体組織
の応答信号を減弱する。
【００５６】
また、ｆ１乃至ｆＮとｆ１’乃至ｆＮ’の周波数分布幅ΔｆとΔｆ’を、それぞれ超音波
照射フォーカスの深度に応じて0.0ｆ０乃至0.4ｆ０の範囲内で可変設定することが好まし
い。また、これに代えて、ｆ１乃至ｆＮとｆ１’乃至ｆＮ’の周波数分布幅ΔｆとΔｆ’
を、造影剤の注入後２分間は0.0ｆ０に、２分経過後は0.0ｆ０乃至0.4ｆ０の範囲内で可
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変設定することができる。
【００５７】
また、例えば、Ｎ＝３の場合にはｆ１＝1.8ＭＨｚ、ｆ２＝2ＭＨｚ、ｆ３＝2.2ＭＨｚと
する。また、Ｎ＝４以上であっても本発明の趣旨は損なわれない。しかし、波数が増加す
るつれ、各波の差は相対的に軽減するから、Ｎ＜６程度の波数が有効であることを確認し
ている。また、Ｍ≧３の場合の加減算処理は、例えば、奇数回目の応答信号を加算し、偶
数回目の応答信号を信号の極性に合わせて加算又は減算することにより、造影剤の応答信
号成分を抽出する。
（第４の特徴を実現する場合）
ここで、本発明の第４の特徴を実現する超音波造影描画装置に係る他の実施形態について
説明する。本実施形態は、図１に示した超音波造影描画装置を用いて実現できる。第３の
特徴に対しては、任意波形発生器２１の機能が異なるのみである。つまり、任意波形発生
器２１は、図４（Ａ）に示す第１波形７１、第２波形７２、又は図５（Ａ）に示す第１波
形８１、第２波形８２を発生するようにした点が異なる。その他は、図１に示した超音波
造影描画装置と同様であることから、相違する特徴点を中心に説明する。
【００５８】
図４（Ａ）及び図５（Ａ）が図３（Ａ）と異なる点は、第１波形と第２波形の第１のサイ
クルの波形の振幅が、これに続く波形の振幅よりも大きく設定されていることにある。な
お、図４（Ｂ）及び図５（Ｂ）は、図３（Ｂ）と同様のシミュレーション結果であり、線
７３、８３は照射超音波の周波数スペクトラム、線７４、８４は加減算処理した応答信号
の周波数スペクトラムである。
【００５９】
図４（Ａ）の第１波形７１のコードｆ（Ａ、θ）は、順に1.7ＭＨｚ（1.1、180°）、2.3
ＭＨｚ（0.8、180°）であり、第2波形７２のコードｆ（Ａ、θ）は、順に2.3ＭＨｚ（1.
1、0°）、1.7ＭＨｚ（0.8、0°）である。つまり、周波数変化幅Δｆは、図３の0.4ＭＨ
ｚに対し、それぞれ0.6ＭＨｚとし、振幅変化幅ΔＡは、図３の0.0に対し、それぞれ0.3
としている。
【００６０】
図4（Ａ）の超音波波形によれば、２回の超音波送信に対応する応答信号を加算して得ら
れる造影剤の応答信号の受信スペクトラムは、図４（Ｂ）から明らかなように、さらに基
本波ｆ０寄りに偏移する。組織の高調波成分２ｆ０の減弱はやや劣るものの、加算して得
られる応答信号の分布を、1.2ｆ０から1.8ｆ０に変移して分布する造影剤の応答信号を検
出することにより、造影剤を強調して、組織高調波を減弱することができる。したがって
、組織の呼吸や拍動に伴う移動が顕著でない部位において、もっぱら組織の高調波を減弱
させて、造影剤の応答信号と組織の高調波との弁別比をより向上させることができる。
【００６１】
図５（Ａ）の第１波形８１のコードｆ（Ａ、θ）は、順に1.8ＭＨｚ（1.0、180°）、2.2
ＭＨｚ（0.9、180°）であり、第2波形８２のコードｆ（Ａ、θ）は、順に2.2ＭＨｚ（1.
0、0°）、1.8ＭＨｚ（0.9、0°）で、それらの平均周波数はいずれの場合も２ＭＨｚで
ある。つまり、周波数変化幅Δｆは、図３の0.4ＭＨｚと同じ、振幅変化幅ΔＡは、図３
の0.０に対し、それぞれ0.１としている。
【００６２】
これによれば、図４（Ａ）に比べて、さらに組織の高調波2ｆ0が減弱されることから、一
層、造影剤の応答信号と組織の高調波との弁別比をより向上させることができる。なお、
３回照射による場合は、各波形の振幅変化を、Ａ１＝1.1、Ａ２＝1.0、Ａ３＝0.9とすれ
ばよい。
【００６３】
このように、図４（Ａ）、図5（Ａ）に示す波形を採用することにより、つまり、第１の
１サイクル波形の周波数と振幅を強調した超音波波形の超音波を2回照射し、それらの応
答信号を加算処理することにより、造影剤応答信号のスペクトラムが2ｆ0強勢から、1.2
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ｆ0から1.8ｆ0の帯域の強勢へと、周波数スペクトラムの低周波偏移を起こす。この周波
数遷移を起こす理由は、前述したように、超音波の照射開始の波形の極性と周波数の関係
によって、造影剤の非線形応答が異なり、そのために周波数スペクトラムが遷移するもの
と解する。それに加えて、開始波形の振幅を大きくすることによって、造影剤の非線形応
答の差が強調されると考えられる。言いかえれば、開始波形の周波数を他の順次波形の周
波数に対して、異ならせることにより、２回の送波により得られる造影剤の各周波数スペ
クトラムが同一ではなくなり、さらに開始波形の振幅を他の順次波形列より大きくするこ
とにより、スペクトラムの差異をより強調することができるのである。
【００６４】
このように、従来技術では、図６（Ａ）に示す同一の波形を単に極性反転した超音波を2
回照射しても、2ｆ0成分を強調することはできる。しかし、本発明の図3（Ａ）、4（Ａ）
、5（Ａ）のような、サイクルごとに周波数が異なり、特に送信波形の始めのサイクルの
周波数を異ならせることにより、1.2ｆ0から1.8ｆ0の信号が強調され、逆に2ｆ0成分を減
弱することができる。特に、送信波形の始めのサイクルの振幅を２番目以降に比べて大き
くすれば、始めのサイクルの周波数成分を強調することができる。その結果、加算処理後
のスペクトラムを2ｆ0中心から低周波領域へ変移させることができるから、容易に組織の
高調波を弁別できる。しかも、送信波形の始めのサイクルの周波数と振幅の強め方の度合
いを変えることにより、低周波領域への応答信号の周波数遷移を制御することができる。
（第1、第2の特徴を実施する場合）
図１の実施形態を用いて、本発明の第１の特徴を実現する場合は、組織の撮像と同様に、
任意波形発生器２１から単一の基本周波数ｆ０を有する超音波信号を発生させて、超音波
ビームを生体の所望部位に走査して照射する。また、生体からの応答信号についても、組
織の撮像と同様に、組織の撮像の場合と同様に、受信器３１と整相加算器３２によって増
幅及び整相処理を行なう。この場合は、図1のライン加算器33は不要である。つまり、整
相処理された応答信号に含まれる造影剤起因の応答信号を抽出する帯域通過フィルタ３４
が特徴要素になる。すなわち、図２で説明したように、組織の応答信号の基本波成分２ａ
及び高調波成分２ｂに比べて、造影剤起因の応答信号１は高い信号強度を有し、かつ広い
周波数帯域にわたって存在する。帯域通過フィルタ３４の帯域通過幅を広くして、組織の
応答信号に対して相対的に造影剤の応答信号を強調することを特徴とする。特に、帯域通
過フィルタ３４の帯域幅は、次の（Ａ），（Ｂ）、（Ｃ）のように可変調整することが好
ましい。
（A）造影剤分布の深度に応じて、浅い部位の場合は、0.8ｆ０乃至2.5ｆ０に調整し、深
い場合には0.8ｆ０乃至1.8ｆ０に、好ましくは1.2ｆ０乃至1.8ｆ０（又は、1.1ｆ０乃至1
.8ｆ０）に変更する。
（B）造影剤注入後の初期位相においては、送信する超音波信号の振幅を初期の低音圧（
ＭＩ＝0.4～0.7程度）とする。そして、浅い部位の場合は（１）と同様に0.8ｆ０乃至2.5
ｆ０に調整する。
（Ｃ）造影剤注入後の後期時相においては、送信する超音波信号の振幅を後期の高音圧（
ＭＩ＝1.0～1.3程度）に連動して、帯域通過フィルタ３４の帯域幅は0.8ｆ０乃至1.8ｆ０

に、好ましくは1.2ｆ０乃至1.8ｆ０（又は、1.1ｆ０乃至1.8ｆ０）に変更する。
【００６５】
つまり、比較的弱い音圧の場合や、初期時相のときは、組織の高調波成分２ｆ０は無視し
得る。そこで、広い周波数帯域0.8～2.5ｆ０にわたる応答信号を抽出することにより、造
影剤の応答信号を組織の応答信号に比べて相対的に強調することができる。なお、深度が
深い場合は、組織の高周波成分２ｆ０が強くなるが、0.8～2.5ｆ０にわたる応答信号を抽
出しても、従来技術よりは造影剤の応答信号を強調できる。一方、後期時相のように高い
音圧にする場合は、組織の高調波成分２ｆ０を無視できないので、帯域幅を0.8～1.8ｆ０

にして、組織の高調波成分２ｆ０を除去又は減弱する。この場合、２ｆ０付近に分布する
造影剤に係る高調波成分の減弱を伴う。しかし、広い周波数帯域に分布している造影剤の
応答信号を抽出しているので減弱を補って余りある。また、ｆ０付近に存在する組織の応
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答信号の基本波成分は、人体の呼吸や拍動に伴う成分も含んでいて造影剤画像においてア
ーチファクトが生ずる場合は、フィルタの通過帯域幅をやや狭めて1.2～1.8ｆ０（又は、
1.1ｆ０乃至1.8ｆ０）に設定することが好ましい。
【００６６】
帯域幅の切り換えは、設定される送波フォーカス又は受波フォーカスを基準にしてシステ
ム制御部５０により制御する。例えば、応答信号の深度は時間軸に対応するから、システ
ム制御部５０は、帯域通過フィルタ３４に入力される応答信号の時間位置が設定深度より
浅い範囲は、帯域幅を0.8ｆ０乃至2.5ｆ０にし、深い範囲は1.2ｆ０乃至1.8ｆ０にリアル
タイムで切り替える。
【００６７】
このように通過帯域フィルタ３４の帯域幅を調整することにより、組織の高調波２ｆ０と
造影剤の応答信号に含まれる高調波とを弁別することができる。そして、弁別して抽出さ
れた造影剤の応答信号の高調波により造影剤を検出して描画することにより、従来に比べ
て、造影画像のＳＮ比の改善を図ることができる。なお、高調波成分２ｆ０を減弱するフ
ィルタとしては、帯域通過フィルタ３４による他、中心周波数が２ｆ０の帯域除去フィル
タを用いることができる。
（第２の特徴を実現する場合）
上述した帯域通過フィルタ３４の通過帯域幅を広げて造影剤の応答信号成分を強調して抽
出する効果を、さらに助長するためには、第２の特徴に示したように、造影剤に照射する
超音波の周波数を広帯域にすることが望ましい。つまり、任意波形発生器２１により発生
する超音波信号を、例えば、図３（Ａ）に示す波形６１のように、複数の周波数を有し、
かつ平均周波数ｆ０の超音波信号にすることで、広い範囲の周波数成分を有する信号にす
る。図３（Ａ）において、波形６１は周波数ｆ１、ｆ２の正弦波１サイクル分を連続させ
た波形を有し、それらの周波数ｆ１、ｆ２の平均周波数はｆ０である。図示例では、ｆ１

＜ｆ２に設定されている。なお、平均周波数ｆ０は、組織及び装置に適した周波数を選択
する。また、周知のように、時間軸方向に周知のハニング重みを掛けて生体中の波形に類
似させている。このような複数の周波数を有する超音波信号を生体に照射することにより
、造影剤の応答信号は周波数スペクトルの広帯域にわたって強くなる。つまり、造影剤は
その粒径分布に対応して、分布した自由共振周波数を有するから、照射超音波の周波数ス
ペクトラムを広い帯域に分布させることによって、より多くの造影剤が応答し、造影剤の
応答信号そのものが増強されるからである。なお、組織の応答信号はｆ０及び２ｆ０を中
心とするものに変わりはない。しかし、造影剤の応答信号は一層広い周波数帯域にわたっ
て強いレベルで現れるので、組織の高調波と造影剤の高調波とを一層弁別し易くなる。
【００６８】
ここで、周波数ｆ１、ｆ２の差の絶対値｜ｆ１―ｆ２｜、つまり構成周波数の分布幅Δｆ
は、0.0ｆ０～0.4ｆ０の範囲内で選択する。好ましくは0.1ｆ０～0.4ｆ０がよく、さらに
好ましくは0.2ｆ０～0.3ｆ０がよい。なお、任意波形発生器２１は上述した２つの周波数
ｆ１、ｆ２を有する波形に限られるものではなく、後述するようにＮ（≧２）個の周波数
を有する波形を適用できる。
【００６９】
【発明の効果】
以上述べたように、本発明によれば、造影剤の応答信号に含まれる高調波成分を、生体組
織の応答信号に含まれる高調波成分と弁別して相対的に強い信号として抽出できるから、
造影剤描画の鮮明度を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第1実施形態の超音波造影描画装置の全体構成図である。
【図２】本発明の造影剤応答信号を高い割合で抽出できる原理を説明するグラフである。
【図３】本発明の一実施形態の周波数強調に係る２回照射の送信波形の一例と、その送信
波形による送信信号及び得られる応答信号の周波数スペクトラムのシミュレーション結果
を示すグラフである。
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【図４】本発明の一実施形態の周波数及び振幅強調に係る２回照射の送信波形の一例と、
その送信波形による送信信号及び得られる応答信号の周波数スペクトラムのシミュレーシ
ョン結果を示すグラフである。
【図５】本発明の一実施形態の周波数及び振幅強調に係る２回照射の送信波形の他の例と
、その送信波形による送信信号及び得られる応答信号の周波数スペクトラムのシミュレー
ション結果を示すグラフである。
【図６】比較のため、従来技術による２回照射の送信波形と、その送信波形による送信信
号及び得られる応答信号の周波数スペクトラムのシミュレーション結果を示すグラフであ
る
【符号の説明】
１０　超音波探触子
２０　送信部
２１　任意波形発生器
２３　送信器
３０　受信部
３１　受信器
３２　整相加算器
３３　ライン加算器
３４　帯域通過フィルタ
４０　画像作成表示部
５０　システム制御部
６１、７１、８１　第１波形
６２、７２、８２　第２波形
６３、７３、８３　送信信号スペクトラム
６４、７４、８４　応答信号スペクトラム
【図１】 【図２】
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